
資料№１ 
 

世田谷区情報公開・個人情報保護審議会 第１回小委員会 会議次第 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

午後２時開会／オンライン開催 

１ 開会 

 

 

２ 小委員会委員及びオブザーバー委員の紹介【資料№２】 

 

 

３ 議事  

審議事項：令和３年個人情報保護法改正に伴う世田谷区における個人情報保護制度等

の見直しに向けての考え方について 

 

（１）小委員会のスケジュール（案）【資料№３】 

 
 
（２）新たな個人情報保護制度を構築するうえでの「世田谷区の３つの基本方針」（案） 

【資料№４】 

 
 
（３）現行条例と改正法の比較課題整理一覧表（検討素材）【資料№５】 
  ①（個票１）開示、訂正、利用停止（手数料）【資料№６－１】 
 
 
  ②（個票２）開示、訂正、利用停止（手続）【資料№６－２】 
 
 
  ③（個票３）行政機関等匿名加工情報の提供【資料№６－３】 
 
 
  ④（個票４）定義（条例要配慮個人情報）【資料№６－４】 
 
 
４ 閉会 
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資料№２ 

世田谷区情報公開・個人情報保護審議会 

小委員会委員等名簿 

令和４年３月２３日 

１ 小委員会委員 

２ オブザーバー委員 

（以上、敬称略） 

 

氏      名 役職・所属団体等 備  考 

斉
さい

木
き

秀
ひで

憲
のり

国 士 舘 大 学 法 学 部 ・ 

大 学 院 法 学 研 究 科 教 授 
委 員 長 

山
やま

田
だ

健
けん

太
た

専 修 大 学 文 学 部 

ジ ャ ー ナ リ ズ ム 学 科 教 授 
 

土
つち

田
だ

伸
しん

也
や

中 央 大 学 法 科 大 学 院 教 授  

菅
すが

野
の

典
のり

浩
ひろ

弁 護 士  

髙
たか

山
やま

梢
こずえ

弁 護 士  

中
なか

村
むら

重
しげ

美
み

世 田 谷 地 区 労 働 組 合 協 議 会  

氏      名 役職・所属団体等 備  考 

山
やま

辺
べ

直
なお

義
よし

弁 護 士  
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資料№３ 

 
小委員会のスケジュール（案） 

 
日 時 主な議論内容等（予定） 

第１回 
令和４年３月２３日（水） 
１４時～ 

・基本方針 
・開示、訂正、利用停止（手数料） 
・開示、訂正、利用停止（手続） 
・行政機関等匿名加工情報の提供 
・定義（条例要配慮個人情報） 

第２回 
令和４年４月２１日（木） 
１８時～ 

・前回の論点整理と確認 
・個人情報業務登録簿等の作成・公表 
・開示、訂正、利用停止（不開示範囲） 
・審議会への諮問 

第３回 
令和４年５月１２日（木） 
１８時～ 

・前回の論点整理と確認 
・その他の論点 
・小委員会意見書案の検討 

令和４年５月３１日（火） 
・小委員会意見書の確定 
・情報公開・個人情報保護審議会へ小委員会意見

書の提出 

 

3



資料№４ 

令和４年３月２３日 

 

 

新たな個人情報保護制度を構築するうえでの 

「世田谷区の３つの基本方針」（案） 

 

 

１ 世田谷区はこれまで実施してきた、区民の個人情報保護に係る先進的かつ丁寧な保

護施策を維持・発展させるよう努めること。 

 

 

２ 区が扱う個人情報は、原則、区民が情報主体であることを十分に意識し、今後は一

層、その実効性を担保しうる運用上の工夫に努めること。 

 

 

３ 行政への区民参加・区民監視の制度として審議会制度が有効であることを確認し、

情報公開・個人情報保護審議会を今後も十分に機能させていくこと。 

 

 

以上 
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令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

（審議会小委員会資料） 

現行条例と改正法の比較課題整理一覧表（検討素材） 
 

 この表は、現行の世田谷区個人情報保護条例の規定と令和３年改正個人情報保護法の規定を比較し、課題となり得る事項の全体像のイメージがわか

るものとして事務局で整理したものであり、小委員会での検討素材としての資料です。 

 なお、以下の表において、「影響」の項目については、改正法の規定が現行条例の規定と大きく異なるなど、事務局が改正に伴う影響度合いが高い

と考える事項を「高」と記入しております。こちらも検討素材の一つとしていただければ幸いです。 

  

（凡例 ○：新条例に規定できると考えられるもの） 

現行条例の 

関係部分 
見出し 

新条例へ

の規定の

可否 

検討すべき課題事項 影響 
改正法の関

係規定 

第１章 総則 
(第 1 条～ 

第 5 条) 

目的・趣旨 
○ 

・新条例への規定の要否 
 

第 1 条、 

第 3 条 
定義      
 

 

 

・定義の統一化  ・各用語の定義の確認、統一化に伴う留意事項 
 

第 2 条、 

第 60 条 
・死者の取扱い  ・保護や手続に係る規律の要否等 

 第 2 条 

・条例要配慮個人情報 
〇 ・区独自規定の要否（ＬＧＢＴ、ＤＶ等） 

高 
第 60 条第 5

項 
対象 
 

 

（実施機関）     
・区議会 

○ 
・改正法の適用対象外 

（規律の内容等は、区議会が自律的に検討） 高 
第 2 条第 11

項第 2 号 

責務 

 

     

・区の機関、事業者、区

民の各責務 ○ 
・新条例への規定の要否 

 

第 5 条、 

第 12 条 
～第 14 条 

施策 

 

     

・事業者等への支援 
・苦情処理のあっせん  

・区内事業者や区民に対する支援の方法 

・事業者と区民との間に生じた苦情処理の方法  

第 13 条、 

第 14 条 
 

第２章 個人情

報等の収集及

び登録 

(第 6 条～ 

第 9 条) 

 

第３章 個人情

報等の管理 
(第 10 条～ 

第 13 条) 

 

第４章 個人情

報等利用及び

提供 

(第 14 条～ 

第 16 条の 2) 

 

第５章 電子計

算機による処

理 

(第 17 条、 

第 18 条) 

取扱 

 

 
 

 

 

いの制限      
・収集の制限  ・本人以外からの収集やセンシティブ情報の収集に係る直接的な制限規定

がなくなることに対する評価・留意点  
第 61 条～ 

第 64 条 
・利用・提供の制限  ・制限の解除要件が変わることに対する評価・留意点  第 69 条 
・提供先への措置要求  ・改正法の規定の確認 

（外国にある第三者、個人関連情報、仮名加工情報に係る規定あり）  
第 70 条～ 

第 73 条 
・電算処理の制限 
・オンライン結合の制限 

 
・制限に係る規定がなくなることに対する評価・留意点 
（安全管理措置等を通じた安全性の確保，セキュリティ対策等） 

高 第 66 条 

・審議会手続 
 

・制限解除に係る審議会への意見聴取手続がなくなること 
（今後の審議会の役割、審議会条例の改正） 

高 第 129 条 

適正 

 

 

 

 

な管理、安全管理措置      
・区内部における適正管

理等 
 

・漏えい等の防止 
・適正管理のための体制確保 

 
第 65 条、 

第 66 条 
 個人情報管理責任者の

設置等  
第 66 条 

・委託等に伴う措置 
 

・委託する際に区が留意すべき点 
・委託先における措置（新法の規定の確認） 

 第 66 条 

・従事者の義務 

 

・改正法の規定の確認 

 

第 67 条 

新  規 ・漏えい等の委員会報告

と本人通知  ・事故対応や再発防止の体制 
 第 68 条 

 

第２章 個人情

報等の収集及

び登録 

(第 9 条) 

個人 

 

 

情報ファイル簿      
・個人情報ファイル簿の

作成・公表  
・「電子個人ファイル」との関係（業務単位の把握とファイル単位の把握） 
・作成の義務がない 1,000 人未満の電子個人情報ファイルの取扱い  第 75 条 

・個人情報業務登録簿等

の作成・公表 〇 ・個人情報業務登録簿等の継続の要否 
 

第 75 条第 5

項 

資料№５ 
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現行条例の 

関係部分 
見出し 

新条例へ

の規定の

可否 

検討すべき課題事項 影響 
改正法の関

係規定 

第６章 保有個

人情報等の開

示、訂正及び

利用停止の請

求 
(第 19 条～ 

第 41 条) 

開示 
 

 

 
 

、訂正、利用停止      
・不開示範囲 〇 ・不開示範囲の調整（情報公開条例と整合を図るもの）  第 78 条 
・開示方法 

 
・電磁的記録の開示方法（行政機関等が定める方法） 
・現状にそぐわない規定や取扱いの見直し 

 第 87 条 

・手続 
〇 

・現行手続との異同（新条例に存続させるもの等） 
 第 108 条 

第７章 救済の

手続 

(第 42 条～ 

第 45 条)  

審査会条例 

審査 

 

請求     
・諮問、審理手続  ・審査会条例の改正 

 
第 105 条～

第 108 条 

 

【経過措置】 

新 規 

 

 

 

行政 

 

 
 
 

機関等匿名加工情報の提供     
・提案の募集、審査等 

 

・新法の規定の確認 
・審査基準及び加工基準（規則）の確認 
・手数料の検討 
・適正な取扱いを確保するために留意すべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 110 条～

第 114 条、

第 117 条、

第 118 条 
・契約の締結 

  
第 115 条、

第 120 条 
・匿名加工情報の作成   

第 109 条、

第 116 条 
・手数料 〇  第 119 条 
・匿名加工情報の取扱い    

  （識別行為の禁止等、取扱い

に係る義務、従事者の義務な

ど） 
 

 
 

第 121 条～

第 123 条 

第８章 雑則 
(第 46 条～ 

第 52 条) 

雑則 

 

 

等     
・手数料 〇 ・手数料の検討（情報公開条例との整合も考慮）  第 89 条 
・運用状況の公表  ・個人情報保護委員会による公表の確認  第 165 条 

審議会条例 ・審議会への諮問  〇 ・今後の審議会の役割  高 第 129 条 

新  規 

個人 
 

 

情報保護委員会との関係     
・委員会による監視  ・改正法の規定の確認 

 
第 156 条～

第 160 条 
・施行の状況の公表 
・情報の提供、技術的な

助言の求め 
・条例の届出 

  
第 165 条～

第 167 条 

第９章 罰則 
(第 53 条～ 

第 56 条) 

罰則 

 

     

・罰則  ・現行条例による罰則との異同の確認 

 

第 176 条、

第 180 条、

第 181 条、

第 183 条、

第 185 条第 3

号 
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資料№６－１ 
 

新条例の検討に向けての主な課題（個票１） 

 

 

検討項目 開示、訂正、利用停止（手数料） 

関係規定 
現行条例  改正法  

第 46 条、情報公開条例第 15 条 第 89 条第 2 項 

新条例へ

の規定の

可否  

開示請求する者は、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければな

らない。 

    ※ 関係規定は、資料集参照 

      

課題事項 手数料の検討 

現行条例では、手数料を無料としている。 

なお、現行条例では、開示請求の開示方法が閲覧又は視聴の場合は、

実費相当分を無料としている。また、写しの交付及び送料が必要な場

合は、開示請求者の実費負担としている。 

 

【交付に要する費用】 

・複写機による写し（単色）１枚１０円 

・複写機による写し（多色）１枚２０円 

・電磁的記録（光ディスク等へ複写）１枚１００円 など 

※Ａ３判以下の用紙を用いるが、Ａ３判を超えるものはＡ３判に

換算した枚数分の金額とする。 

 

 考え方

（ 案 ） 

現在の区民サービスを維持するため、現行条例と同様に、手数料を無料とする。 

なお、現行条例と同様に、閲覧又は視聴の場合は、実費相当分を無料とする。 

写しの交付及び送料が必要な場合は、開示請求者の実費負担とする。 

    

主な意見  
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資料№６－２ 
 

新条例の検討に向けての主な課題（個票２） 

 

 

検討項目 開示、訂正、利用停止（手続） 

関係規定 

現行条例  改正法  

第 25 条、第 33 条、第 40 条、 

情報公開条例第 11 条 
第 83 条、第 94 条、第 102 条 

新条例へ

の規定の

可否  

開示等の決定期限等の手続についての規定 

    ※ 関係規定は、資料集参照 

      

課題事項 決定期限の検討 

（１）開示決定の期限 

【現行条例】 

開示請求があった日から１５日以内 

【改正法】 

開示請求があった日から３０日以内 

 

（２）訂正決定の期限 

【現行条例】 

 訂正請求があった日から２０日以内 

【改正法】 

 訂正請求があった日から３０日以内 

 

（３）利用中止決定の期限 

【現行条例】 

利用中止請求があった日から２０日以内 

【改正法】 

 利用中止請求があった日から３０日以内 

 

 考え方

（ 案 ） 

現在の区民サービスを維持するため、現行条例と同様の運用にする。 

（１） 開示決定の期限 請求があった日から１５日以内 

（２） 訂正決定の期限 訂正請求があった日から２０日以内 

（３） 利用中止決定の期限 利用中止請求があった日から２０日以内 

    

主な意見  
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資料№６－３ 
 

新条例の検討に向けての主な課題（個票３） 

 

 

検討項目 行政機関等匿名加工情報の提供 

関係規定 
現行条例  改正法  

― 第 60 条第 3 項、施行附則第 7 条 

新条例へ

の規定の

可否  

施行附則第７条により、経過措置として、「当分の間」は提案募集を「任意」で行うこ

とができるものとされている。 

    ※ 関係規定は、資料集参照 

 ＊行政機関等匿名加工情報： 

個人の権利利益の保護に支障がない範囲で保有個人情報を加工するもの。加工においては、当該

個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしなくてはならない。 

 

課題事項 
・提案募集制度

導入の時期 

①現行法制における行政機関等非識別加工情報については、同程度の

規模の市区町村の条例における制定事例が存在しない（条例制定 都

道府県:２、市区町村:９）ため、区民に与える影響力の程度が想定で

きない。 

②先行事例がないことから、区における提案募集にあたってどのよう

な匿名加工情報が求められるものか不明である。作成において外部委

託を検討することも考えられるが、想定事例が存在しない状況では外

部委託の是非や費用の算定をすることができない。 

    

 考え方

（ 案 ） 

・令和５年４月１日から、都道府県及び政令指定都市にて行政機関等匿名加工情報の

提供が義務付けられるため、経過措置の間においては、区と同程度の規模を有する政

令指定都市における当該制度の運用状況を確認する。また、施行後、都道府県等の運

用事例が十分に蓄積されたことを確認したところで、改めて導入に向けた検討を行

う。 

・現時点において、近隣各区で本制度を導入する予定の自治体はないと聞いている。 

    

主な意見  
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資料№６－４ 
 

新条例の検討に向けての主な課題（個票４） 

 

 

検討項目 定義（条例要配慮個人情報） 

関係規定 
現行条例  改正法  

― 第 60 条第 5 項 

新条例へ

の規定の

可否  

区が保有する個人情報のうち、世田谷の地域特性その他の事情に応じて、本人に対す

る不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する

ものを条例で定めることができる。 

    ※ 関係規定は、資料集参照 

 

課題事項 
条例規定の 

必要性 

改正法が定める「要配慮個人情報」を除く、区独自の「条例要配慮個

人情報」の該当性について、区の全所属に調査を行った。調査した項

目は以下のとおり。 

 

【条例要配慮個人情報の該当性調査】 

・配慮が必要な個人情報の業務登録名及び個人情報の項目 

・配慮が必要な個人情報の利用目的 

・配慮を必要とする理由 

 

その結果、現時点において区において該当する条例要配慮個人情報は

存在しなかった。 

    

 考え方

（ 案 ） 

・条例要配慮個人情報については、新たな条例に規定しない。 

・現時点において、近隣各区で本制度を導入する予定の自治体はないと聞いている。 

・法施行後、他自治体の規定状況を注視していく。 

    

主な意見  
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